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情報通信審議会 電気通信事業政策部会 

ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会 

合同公開ヒアリング（第２回） 

議事録（平成 23 年６月 21 日） 

 

１ 日 時： 平成 23 年６月 21 日（火） 10 時～12 時 00 分 

２ 場 所： 総務省第１特別会議室 

３ 出席者：  

（１）委員 

山内主査、酒井主査代理、井手委員、清原専門委員、斎藤委員、新町委員、 

関口専門委員、高橋委員、根岸臨時委員、舟田専門委員、吉川専門委員 

（２）総務省 

桜井総合通信基盤局長、原口電気通信事業部長、前川総務課長、古市事業政 

策課長、二宮料金サービス課長、木村事業政策課調査官、飯村事業政策課課 

長補佐、大内事業政策課課長補佐 

４ 模 様：  

  

 

山内主査）  それでは、定刻でございますので、情報通信審議会 電気通信事業政策部

会 ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会 合同ヒアリングの第２回会合を

開催させていただきます。 

  今回は、前回に引き続きまして、電気通信事業政策部会との合同開催でございまして、

関係する事業者及び団体から、ブロードバンド普及促進のための競争環境の在り方につ

いてヒアリングを行うことにしてございます。 

  ヒアリングの議事進行は、私、ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会主査

であります山内が務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  本日のヒアリングの進め方でございますけれども、５事業者・団体から、それぞれ 10

分から 15 分の間で簡潔に資料の説明をいただきまして、その後、一括して質疑応答の時

間とさせていただきたいと思います。会合の時間には限りがありますので、皆様方に時

間厳守でご説明いただくようにお願いいたしたいと思います。 

  それでは、早速でございますけれども、まず、東日本電信電話株式会社及び西日本電

信電話株式会社様よりご説明願いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

東日本電信電話）  ＮＴＴ東日本の中川でございます。本日は、意見を申し上げるチャ

ンスをいただきまして、ありがとうございます。 

  東西を代表いたしまして、本日は、ＮＴＴ東から説明をさせていただきたいと存じま

す。資料を多く作成しましたものですから、少し駆け足の説明になりますが、お許しい

ただきたいと存じます。では、早速、資料に基づきご説明いたします。 

  まずページをめくっていただきまして１ページ、これは目次でございまして、基本的
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な考え方から、 後は安心・安全なネットワークづくりに向けた競争環境の整備という

視点も含めて、ご説明をさせていただきます。 

  ２ページ目、まずブロードバンド普及促進に向けた基本的な考え方ですが、更なる普

及拡大には、ＩＣＴ利活用促進策が も重要だということを申し上げたいと存じます。 

  ３ページ目、これはいつもお示ししていますが、ここ 10 年、20 年の間に、市場のパ

ラダイムシフトが大きく起こってきていますということでございます。 

  次のページ、４ページ目、これはアクセス数についてでして、我が国では、この図の

とおり、多様なブロードバンドアクセスが展開されておりまして、お客様は、ご自身の

利用形態に合わせて、自由に選択可能となっております。 

  ５ページ目でございます。次に、競争について申し上げます。固定ブロードバンド市

場だけを見ましても、この図に示しましたとおり、熾烈な競争が展開されています。全

国的には、他事業者様が参入なさらないエリアもございますが、そのようなことも含め

て、かつ、ＦＴＴＨだけを取り出して、非常にシェアが高い、独占的だというご指摘も

ありますが、この競争エリアでの状況を見ていただければ、なかなか、その指摘は当た

らないと考えております。 

  ６ページでございます。我が国のブロードバンド環境という意味でのレベルはどうか

ということが、この資料でございまして、超高速ブロードバンドは表に示すとおり、世

界 高水準の世帯カバー率、普及率を実現しております。 

  それから、ユーザ料金に関しましても、 も低廉、サービス水準につきましても、世

界 高水準になっているというふうに認識しております。 

  ７ページでございます。これは、一方、利活用の観点では、下の青く染めてあるとこ

ろですが、我が国の行政、医療、教育等の分野でのブロードバンド利活用の状況という

のは、アメリカ、イギリス、韓国等と比べますと、やはり遅れているという状況にある

と思っております。 

  ８ページ目でございます。こうした中で、当社どもとしましては、ブロードバンドの

普及に向けまして、エリアの拡大ですとか、利活用促進にこれまでも取り組んでまいり

ましたし、今後も、ブロードバンドサービスの普及拡大に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。 

  ９ページでございます。ここはまず、料金メニューについてご紹介しております。光

サービスの更なる需要喚起に向けまして、インターネット未利用、低利用ユーザの方々

にも使い安いサービスとして、フレッツ光ライトを６月から開始いたしました。 

  次は、使い方ということでしょうか、いつでも、どこでもブロードバンドという観点

で、Ｗi－Ｆiを使ったサービスの拡充の事例です。このようなことに積極的に取り組ん

で、ブロードバンドを使い易い状況をつくっていくということに努めたいと思っていま

す。 

  それから、11 ページ目、ＩＣＴ利活用に向けた取り組みとして、先ほど挙げました医

療分野、教育分野で、当社が実際にお客様とお話し合いをしながら提供しているものの

ご紹介でございます。 

  12 ページ目、これはクラウドでございますが、自治体等を中心に、データセンターな
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どをはじめとしたクラウド化の推進という事例もございます。このようなことを踏まえ

まして、13 ページ、我が国は設備競争の進展、あるいはブロードバンド普及促進の取り

組みで、ブロードバンド環境としては世界 高水準の整備と言えると思います。したが

って、今後の普及のためには、ＩＣＴ利活用策の推進が重要であろうと考えております。

そのためには、ひとり通信分野だけではなくて、端末からＩＳＰ、コンテンツ・アプリ

ケーションに至るまで、全体を俯瞰した利活用に関する総合的な検討が必要だと考えて

おります。こうした考え方で、以下、個別の論点についてご説明します。 

  まず、13 ページ目、ＮＧＮのオープン化でございます。これは、かねてから申し上げ

ておりますが、当社としては、ＮＧＮは指定設備から除外すべきで、かつ、電話時代の

ルール、規制を持ち込むべきではないと考えます。一方、プラットフォーム機能につい

ては、事業者間の創意工夫に委ねることが大事だというのがポイントです。 

  15 ページでございます。15 ページの図は、ファイバ、あるいは局舎、電柱・管路等の

オープン化によって、各社独自のＩＰネットワークをつくっております。中央が当社の

ＮＧＮで、左側が、設備構築事業者さん、右側がサービス提供事業者さんのイメージで

ございます。ＮＧＮは、他社様と同様に、自前でルータ等を調達し、オープン化されて

いるコロケー等を使いまして、組み合わせて構築しているというものでございまして、

アクセス回線のオープン化によって、ＮＧＮのボトルネック性はないと考えておりまし

て、このような観点から、指定設備というのは当たらないのではないかと考えておりま

す。 

  16 ページ目、次に、ＰＳＴＮの移行先としてのＮＧＮという観点ですが、ＰＳＴＮの

移行先が、当社のＮＧＮだけではありません。携帯電話を含めて、各事業者の自由な競

争と、お客様の選択によって決まっております。上の図は、その移行のイメージが書い

てあります。これまでもそうですし、これからもそうだというふうに考えております。

すなわち、当社のＮＧＮというのは、多様なネットワークの１つでございまして、ＰＳ

ＴＮの移行先の統合中継網、いわば第二のＰＳＴＮということではございませんという

ことでございます。 

  17 ページ目、これが光ＩＰ網に対する規制の状況についての比較です。光ファイバＩ

Ｐ網をアンバンドル化して、提供義務があるのは日本だけということになっているとい

うことでございます。 

  18 ページ目は割愛させていただきます。 

  19 ページ目、これは競争の構造変化について申し上げております。ＰＳＴＮ時代は、

中継事業者向けのＮＴＴ東西の設備を使った電話の競争、ＩＰ時代は、接続事業者様は

ＮＧＮに依存することなく、ＩＰ網を構築されて、それぞれがお客様を獲得するという

競争になってございます。 

  20 ページ。こうした環境の中で、ＧＣ接続やラインシェアリングといった、いわゆる

ＮＴＴ東西の固定電話網しかなかった時代のルールというのをＩＰ網には持ち込むべき

ではないと考えております。世界的に見ても、ＩＰ網にＧＣ接続を導入したり、回線上

でラインシェアリングを提供したりしている例はないと認識しております。仮に、こう

いった機能を、このＮＧＮ上に乗せようとしますと、図に示すような振り分け装置等、
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オペレーション装置等の開発が必要になり、多大なコストがかかり、料金面での支障を

来すということが想定されます。 

  21 ページ目、これはプラットフォーム機能でございます。当社としては、プラットフ

ォームの持ち方は、ネットワークによっていろいろで、ＮＧＮは通信プラットフォーム

しか持っておりません。ＮＧＮ上に、どのようなプラットフォームを乗せるか、これは

具体的な要望をいただければ、事業者間で協議を進めてつくっていきたい。新たなビジ

ネスやサービスの芽を摘むことがないよう、あらかじめ規制するというのは、いかがな

ものかと考えております。 

  次は、モバイルの市場につきましてです。１つは、すべての携帯電話事業者様は、第

二種指定電気通信の制度の対象とすべきではないかと考えております。 

  それから、固発携帯料金の低廉化について考える必要があるのではないかということ

でございます。 

  23 ページは、移動電話のマーケットの大きさについて語っております。固定の２倍と

いうこと。 

  24 ページ目、これは光電話の数と、二種指定になっていないソフトバンクモバイル殿

の携帯電話の契約数と比べました。これも２倍ということになっております。 

  それから、これは家計支出における携帯電話の通信料支出と、固定電話のものを比べ

ました。移動電話通信料の方が３倍近いことになっておって、料金の重要性がうかがえ

ると考えます。 

  そのような中で、26 ページでございますけれども、平成 22 年３月に、第二種事業者

のガイドラインが策定されまして、ソフトバンクモバイル殿も自主的な情報開示を積極

的に実施するという考え方をご表明いただいていますが、それ以降、当社も、接続料の

根拠について、ご開示いただけるように要請をしておりますが、今のところ、残念なが

ら、算定根拠は提示されておりません。当社としましては、そのようなこともございま

すので、透明性という観点で、二種に指定していただいたらいかがかというふうに考え

ております。 

  27 ページ、そのような中で、この図にありますように、非指定事業者の方の接続料と

いうのが、指定事業者である、例えばドコモとの接続料水準の格差というのが、過去よ

りも、 近になって拡大している状況にあるということが、いかがなものかと思います。 

  28 ページ目、更に言いますと、各社様、自社内で通話を無料とするサービスというの

がありますけれども、こういったサービスは、当然、赤字となるわけですが、それを他

事業者に適用する接続料で補てんしているのではないかという懸念も持たざるを得ない

ということでございます。 

  29 ページ目でございますが、これはもう一つ別の話で、固発携帯の通話の料金設定に

関してでございます。この表の黄色い網かけの部分でございますが、ＮＴＴの加入電話

発信のこの部分の料金は、着側、つまり携帯事業者がユーザ料金を設定していますが、

ここにありますように、 大で３分 120 円となっています。発信側が設定しているもの

は、その下の方でございまして、おおむね 50 円前後ということになっており、割高にな

っています。接続料は低下しているのですが、平成 15 年から変わっていないというもの
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だと認識しておりまして、こういったことは、かける側、すなわちＮＴＴの固定電話の

お客様が、自分のかけた通話が幾らなのかがわからないということになるという課題も

ございますので、したがいまして、負担している固発携帯の料金の低廉化を促す仕組み

が必要なのではないかと考えているということでございます。 

  30ページ目は、公正競争環境の検証ということでございまして、多くのプレイヤーが、

いかにブロードバンドの普及促進に貢献したかということの検証が必要だということを

記載しております。 

  31 ページ目でございますが、「光の道」の基本方針にのっとって、３年後に包括的な

検証を行うことになってございます。これは、ネットワーク事業者だけではなくて、政

府、アプリケーション・コンテンツプロバイダ、ＩＳＰ、端末メーカーといった、いろ

いろなプレイヤーが、いろいろな役割を果すということによって、初めて普及するもの

だと考えておりますので、例えば行政、医療、教育の分野で、利活用促進に必要なアプ

リケーションがどうやって開発・導入されたのかというようなことを、先進諸国の例な

どと比較しながら検証していくということが必要ではないかと当社は考えております。 

  次のページは、今のＩＣＴ利活用の前提としての自治体のいろいろな台帳などのデジ

タル化が、なかなか進んでいないという状況をお示ししたものでございます。 

  33 ページ、これは現在の規制についてでございまして、この図に表しておりますよう

に、ＮＴＴ東西に対しましては、現状でも、厳格な規制が課せられているものと認識し

ています。今回の法改正も含めて、公正競争条件は整備されているものと考えておりま

す。したがいまして、例えばドミナント規制といった、これ以上の新たな規制は不要で

はないかと思っております。当社としましては、今回の法規制の趣旨も十分踏まえまし

て、公正競争条件の一層の整備に真摯に取り組んでいく考えでございますが、これ以上

の規制というのは不要ではないかと考えているということでございます。 

  次に 34 ページ、これは線路敷設基盤の開放についてです。これにつきましては、引き

続き、利用しやすい環境に努めたいということでございます。 

  35 ページは、これまでの幾多のオープン化で十分にオープン化が進んできているだろ

う。今後とも環境づくりに努めたいということです。 

  次の 36 ページは、これまでの電柱のオープン化をやってきましたということでして、

今後も、いろいろなご要請があると思いますが、それに応じて、ご相談しながら進めて

まいりたいということです。 

  37 ページ、これは国や自治体様におきましての占用許可の手続きなどの簡素化、効率

化を是非ともお願いしたいということを書いております。 

  38 ページ、これは固定事業者の接続料にも、やはり不透明性があって、逆ざやが生じ

ているということを説明しております。 

  39 ページの図ですけれども、当社の光電話の接続料、３分 5.71 円でございますが、

一部の接続事業者様から当社には、6.96 円の接続料としたいというふうにお申し出があ

るということで、ここで逆ざやが発生しております。これも、固定電話の事業者の接続

料につきましても、携帯と同様に、透明性を確保し、適正性を検証する仕組みが要るの

ではないかと考えているという部分でございます。 
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  後、40 ページ目以降でございますが、より安心、安全なネットワークづくりに向け

た競争環境の整備ということで、ご説明いたします。今回の東日本大震災を踏まえて、

どのような整備の考え方かということも含めてご説明いたします。 

  41 ページ目ですが、まず、このポンチ絵ですが、大震災で、あらゆるところでケーブ

ルが切れたり、ビルが流れたり、管路が埋まったり、このような被害が出ております。

商用電源断の長期化に伴う蓄電池枯渇というのも大きな問題でございました。 

  具体的な被災状況が 42 ページにございます。伝送路から建物、電柱、ケーブル等、非

常に大きな被害を受けてございます。 

  これに対しまして、43 ページ、復旧に対して、直ちに取り組み、被災県に設置した対

策本部と自治体の対策本部との連携をベースに、被災地のニーズを把握して、この情報

をもとに、緊急度の高い重要通信の復旧を順次実施してきております。また、津波の被

害が大きいエリアでは、伝送路の仮復旧や他局への収容、可搬型を持ち込むなど、いろ

いろな工夫をしまして、臨時の市役所、施設所等の重要拠点をピンポイントで復旧し、

その後、面的な復旧を実施しております。 

  具体的な復旧事例につきましては、アクセスとネットワークを一体的に復旧した事例

として、幾つか、その後に示させていただいておりますので、後ほどご覧いただければ

と考えます。ビルが流れてしまったケース、地下で切れてしまったようなケース、それ

から、46 ページは、原発のエリアのビルに復旧に入ったようなケース、こういったもの

をお示ししてございます。 

  47 ページ、現在、本格復旧に取り組んでおりますが、本格復旧に向けた取り組みとい

たしまして、信頼性のレベルというのを、震災前に復旧させるということを今年のテー

マとし、それも早期に実現したいということでやっております。 

  具体例については、48、49 ページのところで記載しておりますので、これも後ほどご

覧いただきたいと考えます。 

  ただ、ここで申し上げたいのは、今回の震災を踏まえて、通信ネットワークの更なる

信頼性向上という観点で、被災地だけではない、全国エリアでの展開というのも検討し

てまいりたいということでございます。 

  それから、50 ページ目でございますが、災害時におけるＩＰネットワークの活用とい

うことで、当社としましては、今回の震災を踏まえて、ＰＳＴＮにはないメールやブロ

グ、twitter など、多様な情報連絡手段を確保する観点から、必要、ＮＧＮの利用促進

を推進したいということでございます。 

  後、51 ページでございますけれども、こうした復旧への一連の取り組みを通じまし

て、改めて設備競争による通信インフラ、あるいはサービスのリダンダンシーや冗長性

というのが、災害時の通信確保、早期復旧に有効であるということに気づかされました。

すなわち、安心・安全な通信インフラを維持、整備していくためには、複数の設備構築

事業者による多種多様なサービスが提供されているということが極めて重要です。当社

としても、それに向けて取り組んでいきたいと考えております。 

  また、迅速な修理や保守、サービスの信頼性レベルを確保という観点では、アクセス

とネットワークはエンドエンドで運営することが必須であるということも痛感しており
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ます。 

  こうした安心・安全に向けた取り組みというのが、お客様の安心感を醸成して、ブロ

ードバンドサービスの普及促進につながるものと考えております。したがいまして、政

府におかれましては、設備構築事業者による安心・安全なネットワークの構築、維持に

向けた取り組みを、是非とも後押ししていただくという視点で、競争政策のご検討もい

ただきたいと考えております。 

  具体的には、１つとしては、投資インセンティブを損なわないよう、かかったコスト

は確実に回収できる仕組みをお願いしたい。２つ目としては、もちろん、きちんとした

アンバンドルを前提にしてですが、アクセスのネットワークを一体的に運用できる体制

を堅持させていただきたい。３つ目としては、多様な情報連絡手段を低廉に確保できる

ＩＰネットワークの構築に支障を来さないようにしていただきたい。この３つが、震災

を踏まえたポイントではないかと考えております。 

  駆け足で、非常にお聞き苦しいかと思いますが、説明は以上で終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

山内主査） どうもありがとうございました。 

  それでは、引き続きまして、ＫＤＤＩ株式会社様より、ご説明をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

ＫＤＤＩ） ＫＤＤＩの藤田でございます。本日は説明の機会をいただき、ありがとうご

ざいます。私どもの資料も結構大部になってございますので、簡潔にご説明したいと思

います。 

  それでは、１ページを開いていただきたいと思います。本日、私どもＫＤＤＩが申し

上げたいことというのは３点でございまして、１つは、競争の重要性ということで、先

ほどもＮＴＴさんからお話がございましたが、震災を契機として、堅牢で使い勝手のい

いネットワークをいかに構築するかというのが、事業者に求められている命題ではない

かと思います。我々も、事業者間の設備競争を通じて、さまざまな選択肢をお客様に提

供するという必要性を認識しておりまして、そういう趣旨が書かれてございます。 

  次に、競争促進の在り方ということで、ここでは、固定市場、モバイル市場、２つに

分けてご説明しております。 

  後に、ＮＴＴさん、グループの独占性への対処ということで、競争市場創出の必要

性というのがこの委員会の趣旨と理解しておりまして、ＮＴＴグループさんの一体的な

独占回帰という動きについて、ご説明したいと思っております。 

  それでは本題に入っていきますが、３ページをお開きください。通信インフラの強化

ということで、これは先ほどもＮＴＴさんからお話がございましたが、私どもの震災に

おける取り組み、写真が載っております。私どもは、４月末には震災前のカバーエリア

を復旧しまして、６月末には、震災以前と同等な品質エリアを確保するという予定でご

ざいます。これからも、災害に強いネットワーク、早い復旧を可能とする体制、お客様

の不便の解消、利便性の向上という施策を組み合わせて、復旧、復興に当たっていきた

いと思っております。 

  また、社会的貢献ということで、右の図にＣＳＲ活動の一環として、ａｕをご利用の
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お客様、対前年比の電力量を削減された希望者の方に、ａｕポイントを付与するという

運動を、この７月から展開いたしたいと思っております。 

  それから、前回の委員会でも意見が交わされましたが、震災時の設備共用のお話があ

ったと思います。もちろん、緊急事態で、通信事業者が手を取り合うのは、当然必要だ

と思っておりますが、あらかじめ災害に備えて、事前に単一のネットワークを、単一の

設備で、各社が相乗りするというような形態は、かえってお客様の利便性を損なうので

はないかと考えておりまして、それぞれの事業者が創意工夫をして、ネットワークをつ

くってサービスを創出する、料金値下げを行い、お客様に幅広い選択肢をご提供し、利

便性の向上を図るというのが、競争政策の今までの成果でもありますし、これからもこ

の施策を展開していただきたいと思っています。 

  次のページでございます。このページは、私どものネットワークをポンチ絵で示した

ものでございます。下の側は端末、さまざまな端末が、各種のネットワークにつながっ

て、それぞれがシームレスにつながるような世界、これがＩＰバックボーンの中で実現

されつつあります。我々は、これをマルチデバイス、マルチネットワークと呼んでおり

ますが、お客様のマルチデバイス化というのは、更に進展を遂げるということでそれに

合わせて、我々、事業者も、それにマッチするネットワークをつくり上げるということ

が使命だと思っております。 

  次のページをご覧ください。表題に「競争の重要性」とつけましたが、競争という切

り口で、このネットワーク、震災の経験、ＩＰ化の促進、マルチデバイス、マルチネッ

トワークの動きを見てみますと、この図に書いてあるとおり、お客様に多様なサービス、

商品をご提供して、何回も申しますが、選択肢の幅を設けるということです。例えば、

大手の企業さんには、回線の二重化を保証するネットワークのダイバーシティを作ると

いうようなこと、これが多様な事業者が設備ベースの競争を行うことにより、さまざま

な手段でブロードバンド化を推進、普及に貢献するということだと信じております。 

  次のページでございます。ここからは、固定市場の競争促進についてお話しします。 

  ７ページですが、これは何回も申し上げておりますが、我々、固定通信サービスのエ

リア拡大の図でございます。ＦＴＴＨ光回線は、関東、中部地区では自前展開を中心に、

提供地域を拡大してまいりましたが、今後はＮＴＴさんのダークファイバによるシェア

ドアクセス、ａｕひかり「ギガ得プラン」と申しますが、を加えて、全国展開を図って

まいります。既にマンションの全国展開に加えて、戸建てでは、東京近郊、北海道のほ

か、22 県にまたがってエリアを拡大中でございます。 

  次ページから、そのような設備ベースの事業展開に当たって支障となっているケース

について、ご説明させていただきます。８ページ以降は、主に３点、支障事例というの

が書かれておりますが、まず１点は、ＮＴＴさんの局舎内手続き処理の問題。２点目は、

ＦＴＴＨのエリア設計、電柱から宅内までの線路敷設基盤の問題。３点目は、お客様宅

内の問題ということで、コロケーションの問題です。８ページでございます。お客様か

ら要望があっても、なかなか局舎内の設備が整わないなどの理由で、回線設計ができな

い事由が発生しておりまして、これを是非改善していただきたいというのが趣旨でござ

います。 
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  特に、現時点で設備不可能というような、Ｄランクという位置づけになっている局所

の中で、ＮＴＴさんの局所が一定期間内で可能となるような仕組みを是非導入していた

だきたいという趣旨でございます。 

  また、あわせて向こう数カ月の手配状況の公開など、我々が予見できるような情報を

いただければありがたいという趣旨でございます。そもそも、今回の機能分離の話、法

整備が行われておりますが、機能分離は、ＮＴＴさんの利用部門と設備部門との間のフ

ァイアウォールを設けるということが趣旨だと理解しております。これは設備、ヒト、

モノ、情報、カネなどのリソースを、ＮＴＴさんの利用部門と我々、競争事業者が同等

に扱うということが目的のはずでございまして、したがって、ＮＴＴさんの設備部分の

情報を適切に開示して、手配していただきたいという趣旨でございます。 

  この辺は細かい話になりますので、少し飛ばしますが、２点目、９ページでございま

す。ＦＴＴＨの電柱から先のスプリッタからのお客様の収容数の問題でございます。ど

ういう区割りでお客様を収容するかというのは、ＮＴＴさんは合理的な方法でやってい

るとは思いますが、競争事業者にとっては、スプリッタごとに局設備を打つ必要がござ

いまして、なるべく効率的にお客様を獲得していきたいという観点から、その情報が開

示されないですとか、開示されても、エリアが小さすぎるという問題が発生していると

いうことで、是非その辺を対処、ご検討願いたいという趣旨でございます。 

  10 ページは、我々がＮＴＴさんのダークファイバを借りてやる際に、なかなか開通が

スムーズにいかなかった、リードタイムの問題というのがありました。今はかなり解消

しておりまして、ＮＴＴさんにも、いろいろな努力をしていただいておりますが、是非

引き続き、今後の展開につきましてはご検討をお願いしたいという趣旨で 10 ページに書

いてございます。 

  11 ページは、地中化エリア、光ファイバ、この絵にあるとおりでございますが、ＦＴ

ＴＨを地中管路に引き込んだ場合の問題で、お客様宅内、自前工事でやると、物理的に

管路の空きがない、掘削制限があって我々のファイバを敷設できないというようなケー

スが発生しておりまして、これをＮＴＴさんの局舎から一気通貫で可能になるようなル

ールが今あるわけなのですが、それをポーション、ポーションで利用できるようなルー

ルを作っていただければありがたいという趣旨でございます。 

  12 ページは、光屋内配線の転用に関する課題の解消ということで、13 ページの絵をご

覧いただくと、一目瞭然でございますが、集合住宅において、今、上の図が、ＮＴＴさ

んがフレッツで、こういう形でやっていて、その中のお客さんが、ａｕひかりを使いた

いといっても、屋内配線を利用するということができないという状況がございまして、

これもあわせて、一定のルールをつくっていただきたいというのが、このページの趣旨

でございます。 

  次に 14 ページでございます。ＮＧＮに関連する話です。左の図は、ＮＴＴさん東西の

０ＡＢＪのＩＰ電話のシェアの推移を書かれております。右の図は、主に企業のお客様

がご利用になっている広域イーサのシェアの推移でございますが、ＮＴＴさんのシェア

が、先ほどＮＴＴさんは、ある時点での円グラフが出ておりましたが、やはりシェアは

高まりつつあるということでございます。また、高まったまま固定化しているという現
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状を、ここで読み取っていただきたい。 

  次のページでございます。我々、ＮＧＮについては、やはり競争事業者との公正な接

続ができなければ、いろいろな問題が発生するということが、ここに書いてございます。

もとより、ＮＧＮは、ほかの事業者さんとの接続を前提としたものではないというふう

に私どもは考えておりまして、網改造の負担請求やＩＰｖ６の接続方法で問題になった

ように、効率的な接続ができなくなってしまうということで、ＮＧＮは、引き続き、一

種指定設備の対象として、必要なタイミングに適切なコストで利用できるように規制の

維持、強化を図っていただきたいという趣旨が書かれてございます。 

  次のページからは、モバイル市場の競争促進の件です。モバイル市場の在り方は、大

きく２点ございまして、本来、モバイルは固定と違いまして、競争環境が確保されてい

れば、競争は市場に委ねるべきだというのが、我々の原則的な考えでございます。具体

的な事例で、接続料算定の話と、ＮＴＴさんがおっしゃっていたグローバル化の対応と

いうようなことが書かれてございますが、接続料算定については、妥当性の検証が必要

な情報開示は必要だと思っておりますし、また、着信接続料に、すべての事業者に対し

て、着信独占の考え方を導入するのは過剰な規制だというふうに考えております。 

  次のページでございます。少し駆け足でいきます。18 ページは、日本におけるモバイ

ル市場の規制ということで、これは皆さんご存じのとおりで、25％以上、左側が契約数

シェアのもので、右側は売上高シェア、それで行為規制がかかっているという現状でご

ざいます。ここで注視したいのは、ドコモさんと我々ａｕ、ソフトバンクさん、イー・

モバイルさんとのシェアの差についてでございます。契約数、売上高とも２位にある我々

ａｕとは 20％の差があるということを、ここでお示ししております。 

  次のページでございます。諸外国の事例の比較がございましたが、私ども、ここで韓

国の例を挙げているのですが、この図は、我が国と１位、２位のシェアの差が似ている

韓国の事例でございます。韓国は、シェア１位のＳＫＴに対する非対称規制が日本より

徹底しておりまして、料金認可のほか、ＭＮＰをやられた際にも、ＳＫＴのユーザから

他キャリアへ移転するというようなことから開始されると、時差があるという経緯がご

ざいます。 

  それから、次のページでございますが、これは欧州のモバイル市場を例にとってご説

明してございます。少しオランダは特殊でございますが、ほかの国でも、やはり欧州は、

１位と２位との差が極めて僅少であることがわかります。シェアの差が一番大きいフラ

ンスでも 11％という状況でございます。先ほどの韓国の例と、この欧州の例を考えてみ

ますと、欧州は、日本と異なって、競争が進展している結果が、例えば着信料の話です

とか、そういうところに行き着くわけで、韓国は、その逆に、競争を促進するという意

味で、非対称規制を入れているというところに着目しなければならないのではないかと

思います。 

  次のページでございます。これは、例えばＥＵ、１つの経済圏であります欧州市場と

米国市場の現状です。欧州市場とＥＵの中で見ますと、それは顕著でございまして、４

キャリアがしのぎを削っている。米国においても、主要２キャリアがしのぎを削ってい

るという状況でございます。やはり競争の進展度合いに応じて、規制の度合いというの



11 

 

は変わるはずですし、その結果だけをとらえて、海外事例と比較するのは、非常に危険

であると考えております。 

  次は、ＮＴＴさんの独占性への対応ということで、やはりボトルネック独占と、グル

ープ連携などの一体的な動きというのが、非常に問題であると我々は考えております。2

3 ページに、その図が書かれております。独占の進展というのは、料金の高留まりや、

イノベーションの進展を阻害するもので、 終的にはお客様の利便が損なわれるという

ことを考えていかなければいけないということです。それから、グループ連携につきま

しては、やはり市場支配力の拡大ということを注視する必要があるということが書かれ

てございます。 

  次のページでございます。今回の法改正では、機能分離ということで、ＮＴＴさんの

利用部門と設備部門とのファイアウォールを作ってというお話がございましたが、やは

り同等性、ＮＴＴさんの利用部門と我々が同等に、設備部門のものをお借りするとか、

そういうことについては、まだまだルールが徹底していないのではないかということで

ございます。そういう中で、ＮＴＴさん東・西の活用業務の届出の緩和ということが行

われたということが、ここで書かれております。 

  25 ページでございます。活用業務については、グループの排他的な連携や、設備利用

条件の非同等性が残ったまま、手続きの簡素化が行われるのは問題であるということが、

ここに書かれてございます。 

  次のページでございます。一方、事業法の中で、子会社に対する監督義務というもの

が明記されましたけれども、実態的にＮＴＴさんが、東・西グループ会社へ代理店を介

した反競争的な行為があった場合には、そういう事態が生じた場合には、やはりそれを

見ていただきたいところですが、今回の法改正では、なかなか、販売代理店の委託契約

等については及ぶものではございませんし、やはりグループ会社の監視のみではなく、

販売内容や奨励金の実態をも見ていただきたいということでございます。 

  次は、ＮＴＴさんのグループの排他的な連携ということで、このような形態が簡単に

認められるとは思いませんが、ＦＭＣの流れの中で、ドミナントである東・西さんとド

コモさんが連携するようなサービスが開始されれば、非常に我々、競争事業者への影響

は甚大だということで、こういうようなものを排除するようなルールづくりを行ってい

ただきたいという趣旨でございます。その一例としまして、ここではＮＴＴさんがグル

ープ会社を介して、東・西さんとドコモさんで一括請求、これは既に開始されているの

ですが、これが本格的に行われるような場合は、 大料金徴収額で８兆円、延べ１億 3,

000 万というお客様を抱えた巨大な仕組みができ上がるわけで、我々が利用しようと思

っても、それは営業戦略上、なかなか参加しにくい。また、参加する場合にも、同時で

はないという問題も起こっているわけで、これも注視していただきたいということです。 

  繰り返しになりますが、グループ全体としての市場支配力というものは、決して、そ

れが設備に着目したものでもなければ、シェアだけでもない。お客様の顧客基盤、調達

力、もろもろのものを見て、総合的にＮＴＴグループさんの市場支配力を排除するよう

なルールをつくっていただきたいということでございます。 

  後のページは、それにつきまして、実効性を担保するという意味で、競争セーフガ
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ードの制度もございますし、いろいろな場で、実効性を担保するＰＤＣＡサイクルを回

してほしいという趣旨でございます。 

  少しオーバーしましたが、以上でございます。 

山内主査） ありがとうございます。 

  それでは、引き続きまして、株式会社ケイ・オプティコム様より、ご説明をお願いし

ます。よろしくお願いいたします。 

ケイ・オプティコム） 株式会社ケイ・オプティコムの久保でございます。本日は、この

ようなお時間をいただきまして、ありがとうございます。 

  まず、１ページ目でございます。今回、弊社は、地域で固定通信をメインに展開して

いる事業者、また、自ら光ファイバを敷設し、ＦＴＴＨサービス等を提供している事業

者、さらに、ＮＴＴ西日本さん、それからＣＡＴＶ事業者さんと競争をしている事業者、

そういう立場で、以下にございます５点につきまして意見を述べさせていただきます。 

  ２ページ目でございます。１点目は、グループドミナンスの問題のうち、ＮＴＴグル

ープの問題でございます。ＮＴＴグループにつきましては、指定電気通信設備制度等の

規制を、形式的にはクリアしつつも、実質的に、グループ内にとじた連携が進んでいる

ということで、先ほどＫＤＤＩさんの説明にもございましたように、委託会社を通せば、

自由にグループ連携が可能な状況でもございます。そういう意味で、公正競争環境の確

保のためには、ＮＴＴグループに対して、行為規制の厳正化などの更なる規制が必要と

考えております。 

  ３ページ目でございます。絵にありますとおり、現在、大手モバイル事業者の顧客規

模は固定通信の各市場をしのぐ規模に成長しておりまして、既に大きな影響力を持って

おります。また、モバイル事業を有する「企業グループ」は、その顧客基盤などをもと

に情報通信市場に影響力を拡大しつつあると認識しております。そもそも有限希少な周

波数の割り当てを受けているモバイル事業者には一定の規制があってしかるべきとも考

えられますので、少なくとも上位３社のモバイル事業者に対する規制の導入を検討すべ

きではないかと考えております。 

  ４ページ目でございます。これはＮＴＴのグループドミナンスの一例として挙げてお

りますけれども、ＩＤ連携の関連で、技術的にはオープンでございますけども、実質的

にはグループ会社以外が参加しづらい仕組みになっております。また、モバイル事業者

が加わることで、顧客基盤や決済機能がコンテンツの囲い込みの呼び水になっていると

考えられるわけでございます。 

  ５ページ目でございます。５ページ目からは２点目のモバイル事業での競争について

意見を述べさせていただきます。弊社はブロードバンドの普及促進に向けては事業者間

競争を「設備競争」と「サービス競争」、両面でとらえることが必要であるとずっと主張

してまいりました。中でも設備競争がそのベースであると考えております。固定通信や

Ｗｉ－Ｆｉ、こういうものは意欲のある事業者であれば随時設備競争へ参入が可能でご

ざいますけれども、携帯電話等のモバイルでは少数の周波数割り当て事業者しか設備競

争を行えないというのが現状でございます。そもそも有限希少な周波数は国民の共有財

産であるということで、可能な限り広く多くの者で利用することが求められると考えら
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れます。したがいまして、有限希少な周波数の利用が前提となるモバイル市場におきま

しては、設備競争に加えまして、「ＭＶＮＯによる競争」が重要になると考えております。 

  ６ページ目でございます。こういう観点で、弊社は、近畿２府４県をサービスエリア

として光ファイバーサービスなどの固定通信を主に提供しておりますけれども、昨今は

屋外でのブロードバンドニーズの高まり、それから今後ＦＭＣの可能性などを踏まえま

して、ＭＶＮＯによる携帯電話などの提供、Ｗｉ－Ｆｉの自社での展開、こういうこと

にも力を入れてモバイルサービスを展開しようと考えております。 

  ７ページ目でございます。現状ＭＶＮＯが競争力のあるサービス提供を行い、モバイ

ル事業者と競争できるだけの条件が整っているかというと、そうではないと考えており

ます。また、ＭＶＮＯに係る制度自体がガイドラインにゆだねられているという状況か

ら見ましても、その実効性に懸念がございます。 

  以上のことからブロードバンドの普及促進に向けては、設備競争に配慮しつつも、Ｍ

ＶＮＯに関し、合理的で透明性の高い、公正な競争条件の整備が必要ではないかと考え

ております。特にレイヤー２接続をはじめとした接続メニューの充実、料金の妥当性の

検証、ＳＩＭフリー端末の拡大等が望まれます。あわせて、ＭＶＮＯに係る制度につき

ましても、法制化も視野に、その在り方の再検討も必要ではないかと考えております。 

  なお、記載しております課題は弊社内での検討において出てきた課題でございまして、

今後これらについて、大手モバイル事業者さんと個別に交渉を進めていくというのは、

日本通信さんの例を見ても非常に大変ではないかと感じております。 

  ８ページ目でございます。モバイル事業者とＭＶＮＯ間の競争条件の一例ですけども、

例えばレイヤー３接続ではモバイル事業者網の仕様などに依存するために、ＭＶＮＯの

サービスはモバイル事業者のサービスの域を出にくく、ＭＶＮＯとモバイル事業者との

競争にはなかなか至らないと考えております。一方、レイヤー２接続では、ＭＶＮＯに

とってモバイル事業者により近い立場でサービス提供が可能になると考えておりますの

で、モバイル事業者とＭＶＮＯ間の競争の実現に向けて、１つのベースになるのではな

いかと考えております。 

  ９ページ目でございます。９ページ目からは３点目の固定通信市場の競争についてで

ございます。固定通信市場には、意欲のある事業者であれば、随時設備競争への参入が

可能であり、現に自ら設備を構築して競争しているインフラ事業者が多く存在しており

ます。また、ＮＴＴ東西に対して、モバイル事業者以上の強い接続規制が課せられ、多

様な接続メニューの設定、それから厳正な接続料水準の妥当性検証が行われているのが

現状と認識しています。このように、「インフラ事業者による設備競争」と「ＮＴＴ東西

による設備開放」の両方が進展している固定通信市場におきましては、特に重要なこと

は、インフラ事業者とＮＴＴ東西、それから接続事業者の間の公平性の担保というのが

非常に重要ではないかと考えております。「設備競争」と「接続による競争」をバランス

よく推進することが固定ブロードバンドの普及につながると考えております。 

  10 ページ目でございます。左の絵でございますけれども、今年初めに議論されました

分岐回線単位での光ファイバ接続料設定について、接続事業者だけを優位にし、不公正

な競争環境を生むということで、この案には反対を表明いたしました。右の絵が今回要
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望に出ておりますＮＧＮのＧＣ類似接続の絵でございますけれども、弊社にはこれが分

岐回線単位での光ファイバ接続料設定と基本的には同じ仕組みに見えます。そのように、

仮にＧＣ類似接続等が接続事業者だけを優位にするような考え方のもとで検討されるの

であれば反対せざるを得ないということでございます。 

  11 ページでございます。電柱・管路等はガイドラインの策定、その後の数次の改正に

よりまして、開放につきましてはオープン化が進展していると考えております。一方、

線路敷設におけるもう１つの手続でございます道路や河川の占用手続、これは道路管理

者によって手続の考え方等が異なるほか、管理者間による引き継ぎがないなど、電子化

も一部に留まっています。こういうことで線路敷設の円滑化、ひいては設備競争の促進

のために、ＩＣＴの利活用による占用手続の効率化・簡素化等の検討も是非お願いした

いと考えております。 

  12 ページ目でございます。12 ページは４点目のＮＴＴ東西さんの活用業務の問題、こ

れは先ほどＫＤＤＩさんも詳しくお話しされましたので簡単に説明させていただきます

けども、今回の改正ＮＴＴ法によりまして、「認可制」から「事前届出制」になったとい

うことでございます。今までも、なし崩し的な業務範囲の拡大がＮＴＴ東西の独占につ

ながるというものを懸念しておりましたけれども、更にそれを強く感じておるというと

ころでございます。そういうことから「事前届出制」のもとでも省令・ガイドラインに

て公正競争確保のための措置を講じて厳正に運用いただくことをお願いしたいと思いま

す。 

  13 ページ目は説明を省略いたしますけれども、ＮＴＴ東西さんが活用業務を利用され

て以降、シェアを大きく伸ばしている１つの事例でございます。 

  14 ページ目、５点目の市場監視機能についてご説明をさせていただきます。競争状況

等の継続的なチェックには既存の「競争評価制度」、それから「競争セーフガード制度」

を活用することが適当であると考えております。しかしながら、実効性をより確保する

という観点から、両制度の機能強化が必要とも考えており、委員会を設置するなどして、

両制度の一体的な運用とか、より透明性の高いチェックをすること、また多角的な視点

から分析・評価すること、こういうことを是非やっていただきたいと提案させていただ

きたいと思います。 

  15 ページ目でございます。これは弊社特有の問題であるかもしれませんけども、弊社

は昭和６３年に鉄塔の賃貸事業を行う会社として発足しておりまして、現在も電気通信

事業とは別の事業として鉄塔の賃貸事業を行っております。昨年「電柱・管路等使用に

関するガイドライン」の対象に鉄塔が追加されましたが、対象となる鉄塔について明確

な区分がなされていない。要は、我々は既に各事業者さんに鉄塔を開放し、また共同利

用も進めてまいりました。そういう中で、この賃貸事業用の鉄塔について同じようなオ

ープン化の対象という形で規定されるのは非常に違和感がありますので、この辺を明確

に除外していただくよう改めて要望をさせていただきたいと思います。 

  後にブロードバンドの普及促進に向けまして、②の有限希少な周波数の利用が前提

のモバイル市場では、「ＭＶＮＯによる競争」が重要であり、また③の設備競争とＮＴＴ

東西の設備開放が進展している固定通信市場では、インフラ事業者、ＮＴＴ東西、接続
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事業者間の公正性担保が重要であるということ、それから鉄塔賃貸事業に十分配慮いた

だきたいということを申し上げまして、意見陳述を終わりたいと思います。 

  どうもありがとうございました。 

山内主査） どうもありがとうございました。 

  それでは続きまして、株式会社ジュピターテレコム様よりご説明願いたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

ジュピターテレコム） ジュピターテレコムの加藤と申します。本日、発言の機会をいた

だきまして、誠にありがとうございます。本日はケーブルテレビ事業者として意見を述

べさせていただきたいと考えております。 

  まず、１ページ目をご覧ください。釈迦に説法になりますけれども、ブロードバンド

の普及のために必要な条件は、技術革新によるネットワークの高度化・多様化、サービ

スの多様化・差別化、そして料金の低廉化であり、これら３つの条件を実現するための

政策として、設備競争とサービス競争の両輪をバランスよく推進することだと考えてお

ります。特に日本の市場環境におきましては、ドミナント規制が も重要な政策である

と考えております。 

  次のページをご覧ください。当社は自らアクセスネットワークを構築する事業者です

が、電柱・管路の更なるオープン化は設備競争を活性化させるための基本的な条件であ

ると考えております。総務省様のガイドラインの整備により、線路敷設環境は改善して

おりますが、現状でも電柱・管路の借用時の調査において数カ月の期間を要しておりま

す。また、使用が不可の場合には、対応策や代替案の提示もないため、改めて別ルート

を申請する必要があり、再調査で半年程度かかる場合もあります。このような状況は迅

速なネットワーク構築、ひいてはブロードバンド普及促進に支障を及ぼすおそれがある

ため、更なる借りやすいルールの整備を求めるものであります。電柱・管路の借用に関

する調査回答については１カ月以内を原則としていただき、使用不可の場合には施設所

有者の協力を得て、対応策、代替案を協議できる仕組みの構築と、ガイドラインの改定

などによるご指導をお願いしたいと考えております。 

  次のページをご覧ください。電柱・管路のオープン化、処理の迅速化に当たっては、

ワンストップ化が効果的であると考えております。ご承知のとおり、アクセスネットワ

ーク構築のためにはＮＴＴ様、電力会社様、自治体、行政等、線路敷設基盤の所有者や

関係者との調整、交渉が非常に大きく必要となっております。これらの調整、交渉を迅

速にするためには、公的な電柱・管路等の線路設備基盤の借用に関する窓口を一本化・

データベース化し、さらには道路占有許可等各種手続の窓口も代行し、借用更新の手続、

費用の支払いについても一括で行う仕組みが有効であると考えております。本件を是非

ともご検討いただければと考えております。 

  それでは、次のページをご覧ください。公正競争環境の検証・担保について少し事例

を挙げてご説明いたします。まず初めに、総務省の電気通信サービス利用者ワーキング

グループでも検討されておりますが、ＦＴＴＨの不正勧誘、特に代理店に関するもので

す。本件は消費者保護の観点はもちろん、通信事業、通信業界全体のためにも改善が必

要であると考えております。本件はいまだ一部の大手事業者による高額な代理店インセ
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ンティブのばらまき等による行き過ぎた営業活動に起因しておると考えております。こ

れらは公正な競争環境をゆがめ、競争事業者への影響を与えるのみならず、業界全体の

信用をおとしめ、ブロードバンド普及の妨げにつながる行為であると考えております。

ワーキンググループでも検討いただいておりますが、本件につきましては不正勧誘防止

に関する自主ガイドラインの策定、さらにはドミナント事業者への不正勧誘防止に関す

る公的ガイドラインの改正等、特に代理店への適用も含んだ適切なご指導をお願いした

いと考えております。なお、当社が所属しております日本ケーブルテレビ連盟では、既

に自主ガイドラインを策定し、適切な営業に業界を挙げて取り組んでおる状況でござい

ます。 

  次のページをご覧ください。次の事例はＮＴＴ東西のフレッツ・テレビの取り扱いで

ございます。ＮＴＴ東西の放送業への参入は「ＮＴＴ法」で禁止されている解釈である

にもかかわらず、「ＮＴＴ／フレッツ」ブランドを活用した販売活動、またＮＴＴ東西に

よるオプティキャストの契約／請求／回収代行等々を行っており、実質的には放送業に

参入してある状況であると当社は考えております。本件については競争セーフガードで

放送会社の広告表示の明確化を要請したのみであり、問題の根本的解決には至っていな

いと考えております。 

  次のページをご覧ください。先の事例で挙げさせていただきましたとおり、公正競争

環境をゆがめかねない事象は多く存在しており、公正競争環境を検証・担保するために

は、総合的な市場支配力を含む市場のドミナント監視・評価機能が必要であると考えて

おります。現状、これらの機能につきましては、競争セーフガードと競争評価で行われ

ておりますが、ＩＰ電話、ＦＴＴＨ、広域イーサ等の既に認可された活用業務に対して

十分な評価がされているのか、一昨年のＮＴＴ西日本のような、更なる情報漏えいはな

いのか、ドコモショップのＦＴＴＨ販売はいいのか、それから、先ほど言いましたよう

なフレッツ・テレビの実質放送参入、ＦＴＴＨ代理店の不正営業等々のような問題は積

み残されており、市場のドミナント性を監視・評価、必要に応じて適切な措置を行う機

能が必要であると考えております。 

  次のページをご覧ください。次に、今国会で法案が可決されました活用業務の届け出

についてです。本件につきましては、ＮＣＣ有志にて先般要望書を提出させていただい

ておりますが、総務省からは従来の規制を維持し、かつガイドラインを明確化すると伺

っております。資料にも記載しておりますとおり、省令やガイドラインで十分な事前届

け出期間を確保し、公の場で競争事業者が意見を申し立てる等の規定を維持すること、

実質的な放送業への参入や、移動体・ＩＳＰ事業等への参入は、ＮＴＴ再編の趣旨と移

動体事業分離に反し、独占回帰を助長するため、明確な禁止事項とすること、同等性の

確保や総合的市場支配力排除の実効性を担保すること、その他実質的に各種規制を潜脱

する行為については認めないことを要望いたします。 

  以上、公正競争の検証・担保についてですが、グループドミナンスの監視・評価・規

制を行うための新たなルールの設定、既存ルールの改廃、活用業務の規制措置の担保を

述べさせていただきましたが、事前規制が縮小していく現状においては、事後規制こそ

が公正競争環境の担保のための 後の砦であり、この充実が重要であると考えておりま
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す。また変化の早い通信業界においてはドミナント規制をするために年１度の監視・評

価では不十分であり、常設機関も必要ではないかと考えております。 

  それでは、 後のページをご覧ください。まとめといたしまして、電柱・管路につい

ては更なるオープン化とルールの整備を要望いたしますとともに、変化する市場環境に

対応するために、公正競争環境を担保する も重要な政策であるドミナント規制の常設

機能を設け、事後規制を充実することを要望いたします。 

  ご清聴ありがとうございました。 

山内主査） どうもありがとうございました。 

  それでは 後になりましたけれども、社団法人テレコムサービス協会様よりご説明願

いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

テレコムサービス協会） テレコムサービス協会、今井と申します。よろしくお願いいた

します。本日は、このような機会を設けていただき、ありがとうございます。 

  資料ですが、テレコムサービス協会といたしましては、「多種多様なサービスが出現す

る環境の構築を目指して」とタイトルをつけさせていただきましたけれども、ＮＧＮの

上位に位置するプラットフォーム事業者の立場として意見を述べさせていただこうと思

います。 

  めくっていただきまして、１ページですけれども、本日の意見の概略全体をあらわし

ております。一番上の箱にありますように、ＮＧＮの特徴と申しますのは、「アプリケー

ションと網とのインターフェース」がオープン化されていて、アプリケーションが使い

やすいネットワークであるというのが大きな特徴だと思います。ＮＴＴ東西さんのフレ

ッツ光ネクストではアプリケーションのためのインターフェースとして、ＳＮＩという

インターフェースが規定されております。しかし、２つ目の箱にありますように、現状

のＳＮＩは非常に限定されたものしか提供されておりませんで、そのインターフェース

が増えておりません。現在のものはフレッツ・キャストという１種類のみで、しかも大

規模利用しか想定されていないサービスにとどまっております。 

  このような状況ではなかなか新しいアプリケーションが出てこない現状にあると思っ

ております。ＮＧＮの上に多種多様なアプリケーションサービスが出現するためには、

現在のＮＧＮが本来の特徴であるアプリケーションサービスが使いやすいネットワーク

にはなっていないことが 大の原因だろうと思っておりまして、ＮＴＴ東西さんはＮＧ

Ｎの持つさまざまな機能を利用できるようなインターフェースをオープン化し、かつ小

規模なサービスから簡単に始められるような使いやすい料金体系と条件で提供してほし

いと思っております。このような形に進展していくためには、ＮＴＴ東西さん自身の努

力にも大いに期待しておりますけれども、本質的には複数の通信キャリアがＮＧＮを構

築して、さまざまな機能が上位レイヤーへ提供されるような競争環境がきちんと整備さ

れることが も重要ではないかと考えております。 

  めくっていただきまして、あともう少し今の内容を詳しくご説明しますが、２ページ

目になります。ＮＧＮを取り巻くオープン化が今どういう状況になっているか。２つ絵

が貼ってあります。左側はＮＴＴ東日本さんのウエブページに載っているものをそのま

ま貼りつけております。もともとＮＧＮのサービスが開始される前から上位のアプリケ
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ーションに対してはＳＮＩというようなインターフェースが提供されて、さまざまなア

プリケーションが出てくるというような絵になっておりますけれども、現在では、この

提供されているサービスが限定的になっている。さらに、右側の絵は、これは総務省さ

んが作成されたＮＧＮ機能のアンバンドリングの絵ですけれども、現状ＮＧＮのアンバ

ンドリングについても不十分な状態であると認識しております。 

  めくっていただきまして、３ページ目です。まずＮＧＮにおけるＳＮＩの現状がどう

なっているかということですが、 初にも申し上げましたけれども、現在唯一ＳＮＩと

してインターフェースが定義されているサービスはフレッツ・キャストというサービス

のみになります。絵が貼ってありますが、ＮＴＴ東日本さんのウエブページの絵をその

まま貼っております。３種類のインターフェース、サービスがあるのですが、料金が右

の方に書いてありますように、ベストエフォート型の場合、 も安い 100 メガ、シング

ルの構成で月 80 万円、１ギガ、デュアルになりますと月 560 万円という料金体系、帯域

保障型については別途お問い合わせという料金体系になっております。 

  ここで見ていただいてわかりますように、非常に高額の価格設定となっておりまして、

また、利用条件がＮＴＴ東西の局舎内接続という制限があります。したがって、自社サ

イトまでは別途回線料金が必要になってしまいます。さらに、現在利用できる局舎とい

うのは東日本、西日本でそれぞれ１カ所しかありませんので、これでは小規模なサービ

スから始めようと思っても全く無理な状況にあります。 

  逆に、これが大規模になると使えるかというと、大規模になりますと、フレッツ・キ

ャストというサービスはＮＴＴ東日本、西日本、それぞれが別のサービスになっており

まして、その間がつながりません。東と西に別々に契約しなければいけないという状況

にあります。これなどは現在のＮＴＴ東日本、西日本と２つに分かれていることの弊害

が起きていると思います。ユーザの多くの声としては、ＮＴＴ東と西が分かれているこ

とに関して、特にメリットが何もなくて、逆に不便な点がたくさんあるという声を多く

聞いております。 

  次に４ページ目です。４ページ目は先ほどの絵にもありましたアンバンドリングの現

状を示しております。このような席で、以前からもＮＴＴ東西さんからはＮＧＮという

のはきちんとオープン化されていてアンバンドリングのインターフェースも提供してい

るという説明がよくなされますけれども、実際に４種類のアンバンドリングが確かに提

供されておりますが、中身をよく見ていきますと、これがＮＧＮのオープン化なのかと

いう疑問があるものが多くあります。 

  ４つのオープン化の点ですけれども、左下の収容局接続、これはケーブルテレビさん

のように自社のアクセスを持っている事業者さんが使うところになります。右上の中継

局接続、これは確かにＮＧＮ機能をアンバンドルしていると言えると思いますが、中継

局での接続ですので、他社がＮＧＮを構築した後に意味を持つものになります。現状、

他社さんでＮＧＮを、自社網を構築しているところはございませんので、今現在ではこ

れは全く意味をなしていないインターフェースです。 

  左上の③、ＩＧＳ接続、これはＮＧＮの中の電話をアナログに変換してつなぐもので

すので、これはつながるのは当たり前であって、これをもってＮＧＮのオープン化であ
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るというのはおかしいインターフェースだと思います。④のイーサネットについてはＮ

ＧＮの機能ですらありませんので、対象外だと思います。このように実質的にＮＧＮが

アンバンドルでオープン化されているとは言えない現状にあると思っております。 

  では、どのような状態になると望ましいのかということを次の５ページから何枚か書

いてあります。まず、プラットフォーム事業者から見た競争環境の在り方に関して、５

ページが１つ目の構造でございますけれども、やはり複数の通信キャリアの皆様がＮＧ

Ｎを構築して、上位に位置するプラットフォーム、ここにも複数の事業者が参入し、そ

れぞれ複数の通信キャリアと複数のプラットフォーム事業者が競争するような環境、こ

のような環境を構築することが必要だと思っております。こういうような環境を構築し

て、その上位で、例えば医療、教育、自治体サービスなど、ＮＧＮの特徴である安心・

安全を生かしたアプリケーションサービスが登場することを期待しております。 

  これが理想ですが、すぐにこうはならないと思いますので、次の２つ目の構造が６ペ

ージになります。全体の絵は同じですけれども、これはＮＴＴ東西さん以外のキャリア

さんのから幾つか意見が出されておりますが、例えばＮＴＴ東西さんが持つアクセス線

などを利用することによって、この絵でいいますと、Ｂ社、Ｃ社というような他の事業

者がＮＧＮの通信サービスを提供する、それによって複数の通信キャリアが競争して、

上位のアプリケーション、プラットフォーム事業者が利用するような構造になる。下の

箱の中にありますように、上位レイヤーから見ますとネットワークの構造自身は特にど

うなってもよくて、複数の事業者が存在して、そこで競争が起こることが重要だと考え

ております。 

  ３つ目の例です。次の７ページになります。先ほどの５ページと６ページで複数の通

信キャリアの競争ということを申し上げましたが、このような構造がすぐできるという

のはなかなか難しいことも認識しております。たとえ、現在のＮＴＴ東西さんのみがＮ

ＧＮを提供している状況であったとしても、例えばＮＴＴ東西さんの中の卸売部部門と

小売部門を分離することによって、ＮＴＴさんの小売部門以外のプラットフォーム事業

者やコンテンツ配信事業者が卸売の形でいろいろサービスを利用することによって、お

客様に対して多種多様なサービスを提供していくような構造も十分考えられると思いま

す。 

  先ほど例を挙げましたような、他社のＢ社、Ｃ社がすぐＮＧＮを作るというのは難し

いと思いますけれども、Ａ社、ＮＴＴ東西さんだけでもお客様に対して多くのサービス

提供者が現れるような仕組みを作ることが必要だと考えております。 

  ８ページのところで、今のようなことが実際に起こるのはどういう契機かということ

ですけれども、次に訪れるチャンスとしては、今後登場してくるＬＴＥが非常に大きな

チャンスだと考えております。ＮＧＮを新たに作るのは結構大変だと思いますけれども、

ＬＴＥに関しましては、既にドコモさんがサービスを提供しておりますし、他の通信キ

ャリアさんも準備中と聞いております。ＬＴＥでは複数の事業者が提供される環境にな

りますと、固定網、移動網もそれぞれ複数の通信キャリアさんの競争という形になって、

先ほど描いたような絵、こういう競争環境が実現するのではないかと考えます。この際

には、特にＦＭＣサービスを実現するためには固定網、移動網を共通的に接続するよう
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なプラットフォーム事業者の出現が必須なものとなりますので、複数のプラットフォー

ム事業者の競争環境というのが必然的にできてくるのではないかと期待しております。 

  それから、 後９ページ目ですが、これまでにご説明しましたように、多種多様なサ

ービスが出現する環境のためには、まず小規模から始められるようなアプリケーション

インターフェースが絶対に必要だと思います。これを実現するためには複数の通信キャ

リアの競争でさまざまなインターフェースが出てくることが必要ですし、それが駄目で

も、例えば卸のサービス活用で多くの事業者が競争するような環境を作ることが必要だ

と思っております。契機としては、複数のＬＴＥが登場するときが非常に大きなチャン

スだと考えております。 

  これまでＮＴＴさんとはいろいろとこういう議論をさせていただきましたけれども、

なかなかいつも議論をさせていただくと、ニーズのあるところから始めますと言われる

のですが、まずこの考え方を転回していただいてオープン化が可能なインターフェース

はすべてオープン化していただく、その上でいろんなプレイヤーが集まってきて、さま

ざまなサービスが登場する、そういう環境を作る必要があると考えております。強制力

を持ってＮＧＮのオープン化とプラットフォームレイヤーの開放を推進することで、ブ

ロードバンド普及を更に促進させ、国民生活を豊かにして、更に世界へも貢献できるの

ではないかと考えております。 

  プレゼンテーションとしては以上とさせていただきます。 

 

山内主査） どうもありがとうございました。 

  以上でプレゼンテーションはすべて終了でございますが、プレゼンテーションを行っ

ていただきました各社、各団体について、ここで私から御礼を申し上げたいと思います。

どうもありがとうございました。 

  それでは、質疑応答の時間に入らせていただきます。ご質問等、あるいは意見は、挙

手の上、ご発言を願いたいと思います。いかがでございましょうか。 

酒井主査代理） では、 初、よろしいですか。２点あるのですが、まず１点目は、 後

のテレコムサービス協会のところで、プラットフォームレイヤーの開放、例えば図面で

いうと８ページですが、これは少し私の理解が勘違いしているかもしれませが、上の今

のＮＧＮのＳＮＩが不十分だということと、このプラットフォームレイヤーの開放とい

うのは、また別の話だと思ってよろしいわけですね。 

テレコムサービス協会） 関係はあると思っております。例えば、もっといろいろなＳＮ

Ｉが出てくれば、上位のプラットフォーム事業者というのはたくさん現れてくると思い

ます。 

酒井主査代理） そのＳＮＩというのは、プラットフォーム事業者と上のコンテンツプロ

バイダの間のインターフェースという位置づけではないわけですね。 

テレコムサービス協会） 通信キャリアさん、ＮＴＴ東西さんと上位のサービス提供事業

者との間のインターフェースだと思いますので、直接アプリケーション事業者さんが使

う場合もありますし、その間にプラットフォーム事業者が介在するケースもあると思い

ます。 
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酒井主査代理） そうすると、具体的には、例えば料金の課金機能だけ、あるいは番号の

機能だけ、そういうことではなくて、全体としての、要するに上の通信事業者とのイン

ターフェースだと思ってよろしいわけですね。 

テレコムサービス協会） はい、ＳＮＩとしてはそうだと思います。 

酒井主査代理） ＳＮＩもプラットフォームレイヤーのところも。 

テレコムサービス協会） はい、そうだと思います。 

酒井主査代理） わかりました。それから、すみません、ＫＤＤＩの資料ですけれども、

各論で光ファイバの開放などがございますけれども、全体としては、 後のＮＴＴの業

務の問題以外はそれほど大きな話がなかったような気もしますが、例えば携帯の方の二

種規制の話、今の視点の話につきましては、これは結論からすると、要するに細かいと

ころは別として今、ＮＴＴドコモとＫＤＤＩとソフトバンクは全部別々の規制になって

いて、ソフトバンクは何も規制が無いですし、ドコモとＫＤＤＩは二種で、ドコモの方

は禁止行為規制が入っている。基本的にはこれでいいということなのでしょうか。それ

とも、もう少しこうしてほしいというのがあるのでしょうか。 

ＫＤＤＩ） 説明不足だったかもしれませんが、原則は、モバイルは固定と違っていまし

て、成り立ちからかなりそれぞれのところが競争して始まって今があると認識しており

まして、モバイル市場に競争を持ち込むのは、原則は自由だ、競争は必要ないというの

が原則でございます。 

  ただ、少し例示でご説明させていただきましたけれども、接続料の話で情報開示が不

十分であるとか、それから着信独占のような考え方、それは少しいかがなものかという

感じはいたします。原則自由というのが我々のスタンスでございます。 

酒井主査代理） 原則は二種規制もなくたって構わないという話でしょうか。 まあ、ご

意見として。 

ＫＤＤＩ） それは、規制はない方が、それにこしたことはないです。ただ、今の設備に

着目した規制の在り方がどうかというのは、別の議論としてあるとは認識しております

ので、それでグループドミナンスの話など、そういうことをご説明させていただきまし

た。 

酒井主査代理） わかりました。 

山内主査） そのほかにいかがでしょうか。どうぞ、井手委員。 

井手委員） 今のＫＤＤＩの質問に関連して質問させていただきますが、原則自由がいい

ということですけれども、一方で、ＫＤＤＩさんの資料の 18 ページで、突出して 20％

以上差があるというのは諸外国にも例がないという話で、韓国の例も挙げて、１位に対

して厳しい規制をするとしています。韓国でこういう厳しい規制をして、傾向的に１位

企業のシェアというのは下がっているのでしょうか。例えばキリンビールの話で、過去

60％のシェアを持っていましたけれども、今は 40％ぐらいのシェアに落ちている。規制

を厳しくすることも一方であるのですが、やはり２位企業や３位企業、ほかの各社の企

業努力といいますか、新しいサービスを出したことによって出てきているわけで、本来

自由な競争が原則だということであれば、そういう点も必要なのではないかと思います

が、その点はいかがですか。 
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ＫＤＤＩ） そういう話はおっしゃるとおりでございまして、私どもの営業努力、企業努

力の問題というのも問われるところがある。ただ、やはりドコモさんはＮＴＴさんのグ

ループの中でも、例えばブランド価値、そういうものはＮＴＴさんのグループの中にい

るドコモさんが、我々２位、３位、４位事業者よりもアドバンテージがあることは事実

でございまして、ドミナンスの話からそういう話をさせていただきましたが、確かに先

生がおっしゃるように、まだまだ我々の企業努力が足りないというのも事実だと思って

おりますし、商品開発、営業も含めてキャッチアップしていかなくてはいけないとは思

っております。少しお答えになっているか、わからないですけれども。 

山内主査） よろしいですか。では、どうぞ、吉川委員。 

吉川専門委員） 今、韓国の話がちょうど出ましたので。まずＫＤＤＩさんに１つコメン

トと２つ質問がありまして、19 ページで、私、ＭＮＰに入るころちょうど韓国におりま

して、私の実感だと日本と少し事情が違います。まずこのときはＳＫテレコム、それか

らＫＴはＫＴＦです。ＫＴではありません。ＬＧはＬＧＴで、それぞれモバイルの事業

者が競争し合っていたという事情があります。 

  もう一つは、韓国独自の事情ですけれども、キャリアごとに番号が、例えばＳＫＴは

011、ＫＴＦは 016、ＬＧＴは 018 で始まっていて、011 の価値が非常に高かったのです。

だから、016 なんて持っていると恥ずかしいという状況で、ＭＮＰを入れると大変なこ

とになるということで、半年ごとにおくらせるということをやったということ、それか

ら 010 という新しい事業者共通の番号体系を入れています。ですから、そういう事情が

あるので、20 ポイントぐらい差があるというのは、そのまま日本では私は当たらないだ

ろうと思います。当時の 2005 年ぐらいですか、ＭＮＰに入ったのは。 

ＫＤＤＩ） そうです。 

吉川専門委員） 滞在していましたので、そういう実感を持ちましたというのが、まずコ

メントです。 

  その上で、お伺いしたい点は、17 ページの右側の下の方のＭＶＮＯのところは、説明

を割愛されたと思いますが、卸役務化を実施すべきと主張されていますが、これは従来

の相互接続等ではない新しいタイプのものを何か入れるべきだという主張なのか、ここ

をもう少しご説明いただきたいというのが１つです。 

ＫＤＤＩ） これは接続ではなくて卸でどうかという話でございますし、新しいタイプと

いいますか、従前からいろいろな議論があったものを書かせていただいております。 

吉川専門委員） はい。もう一つは、後ろの方で総合的な支配力とまでおっしゃっている

市場支配力、これは従前からいろいろ主張されていると思いますが、もう少し指標のイ

メージというのがわかるとありがたいと思います。この辺はいかがでございましょうか。 

ＫＤＤＩ） 先ほど少しお話しさせていただきましたけれども、やはり指定設備制度その

ものの、先ほどプラットフォームのお話や上位レイヤーの話もございました。ＮＴＴグ

ループさんがＦＭＣ型のサービスを仮に志向するとしたら、やはり今の指定制度、一種、

二種、指定されていない事業者さんもいるわけですけれども、そういうところの連携と

いうのはどう見るかという議論があってもいいのではないかという意味で、ＳＭＰ規制

の話を従前からさせていただいております。 
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  この点につきましては、なかなか日本の今の法制、枠組みの中に、簡単にはまるとは

思っておりませんが、今回の３年後の見直しという機会もございますので、やはり総合

的な市場支配力、シェア以外にも先ほど申しましたブランド力ですとか、顧客調達力で

すとか、もろもろの指標の中でどのように判断するかというのをご検討いただければと

いう趣旨で言わせていただいております。 

舟田専門委員） 先ほどのＫＤＤＩさんの 17 ページの卸役務化のことですけれども、あま

り考えたことがなかったのですが、これはＭＶＮＯのガイドラインを作る前に随分議論

をして、卸役務ではなくて相互接続でいこうということになってガイドラインができて

いるわけです。もちろんその前にいろいろ議論があって、卸役務だったら、これは全く

の相対取引だから自由にできるのでその方がいいとか、それでは結局、キャリアから断

られてＭＶＮＯは全く実現できないということがあって相互接続になったわけです。し

かし、その後、ＭＶＮＯの要求も、単に通話を疎通するだけではなくて、特定の機能を

使うような意味でのＭＶＮＯの要求みたいなものがあり、多様化しているように思うの

ですが、このご主張はＭＶＮＯ全部を卸売化、つまり相対取引、自由化ということなの

ですか。それとも、何か特定の意味があったのでしょうか。 

ＫＤＤＩ） いえ、私どもがここで書かせていただいていますのは、相互接続というのは

原則論でございますけれども、ネットワーク設備を持つ事業者同士が行うべきものであ

って、ＭＶＮＯさんへの役務提供に関しては、卸が妥当ではないかという総論でござい

ます。それ以上の他意はございません。 

山内主査） そのほかにいかがでしょうか。どうぞ、関口委員。 

関口専門委員） 今の舟田先生とＫＤＤＩさんとのディスカッションの 17 ページ目の右側

なのですが、ここは上の吹き出しのところは、「グローバル競争への対応」というところ

から矢印がついていて、卸役務化の話につながってくるということなのですが、ここは

グローバル競争への対応という、前回のＮＴＴドコモさんのフリーハンドともつながる

ところですね。これは、グローバル競争に限定した議論としての卸役務の提供というふ

うに理解するのでしょうか。あるいは、国内の今までのガイドラインをつくったプロセ

スで否定された卸を復活しろという趣旨なのでしょうか。 

ＫＤＤＩ） なかなか厳しいご質問ですけれども、グローバル競争に限ってという話とい

うのは、当然のことながら、ＭＶＮＯさんの提供役務のやり方については、そこに限っ

た話というのはございませんで、一般論として申し上げたものです。もちろん、ここを

書いた趣旨というのは、前回、ドコモさんのご説明にあったシナリオの中で書かせてい

ただきましたが、考え方はそういうことでございます。 

関口専門委員） ありがとうございます。 

舟田専門委員） ＮＴＴ東西さんのＮＧＮのところで、15 ページ、16 ページ。15 ページ

では、「事業者はそれぞれ独自のＩＰネットワークを自ら構築」、16 ページは「多様なネ

ットワークの一つに過ぎない」とのことですが、イメージとして、従来のＰＳＴＮにか

わるＮＧＮになるのだというイメージがあるのですが、そうではないのですか。 

東日本電信電話） 当社のネットワークとして、ＩＰネットワークとしてＮＧＮを構築す

るということになりまして、そこをお客様に使っていただくという構成になるわけです
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けれども、ＰＳＴＮ網は、もともとどういう形ででき上がったかというと、まさに電電

公社以来のＰＳＴＮ交換ネットワークがありました。それから、いろいろな多様なサー

ビスが入ってきて、新しいネットワーク網に移ってこられるお客様がたくさんあり、あ

るいは私どものＮＧＮ、あるいは光ファイバのサービスに入っていただくお客様もあり

ということで、そのように移っていっております。 

  ものすごく大胆に言えば、かつてはいわゆる通信のネットワークといえば、ＰＳＴＮ

しかなかったのがまずスタートだと思っておりますが、今はＮＧＮ－Ａ、ＮＧＮ－Ｂ、

ＮＧＮ－Ｃというコアネットワークもあれば、それから携帯のネットワークもあれば、

多様なネットワークがたくさん今、情報通信のネットワークとしてはあるという状態で

あって、それのうちの１つがＮＧＮだと私どもは考えているということです。 

舟田専門委員） 例えば、今、ＮＴＴ東さんのネットワークは、ＰＳＴＮはなくなってＮ

ＧＮだけになるのですか。少しプリミティブな質問で少し失礼ですけれども。 

東日本電信電話） それは、もう一つマイグレーションの議論がございますが、ＰＳＴＮ

ネットワークは、いずれ交換設備の設備寿命のこともございますし、世界的にＩＰネッ

トワークに移っていこうという流れもございますので、一定の期間までの間にＮＧＮと

いうＩＰネットワークに移したいと私どもは今、世の中にご説明をさせていただいてい

まして、それに至る手順などについてご議論をいただいているということでございまし

て、ＮＧＮに移っていくと考えております。ネットワークとしてはです。 

舟田専門委員） ですから、15 ページ、16 ページは、ほかのキャリアも一緒にやるでしょ

うという話であって。 

東日本電信電話） そうですね、やるでしょうし、やってきてもいるはずだということで

す。 

舟田専門委員） ですから、ＮＴＴ東さん、西さんは、それぞれ結局はＮＧＮだけになる

と見ていいですか。 

東日本電信電話） コアネットワークとしてはそうですね。 

舟田専門委員） そうしますと、例えば今日のテレコムサービス協会さんのようなご意見

に対して、どのように答えられるのでしょうか。 

東日本電信電話） テレコムサービス協会さん、プラットフォームのオープン化みたいな

ことでしょうか。 

舟田専門委員） 例えば、テレコムサービス協会さんの４ページの絵がありますけれども、

こういう理解でよろしいのでしょうか。 

東日本電信電話） ＮＧＮはオープン＆コラボレーションというのを旗印にやってきてお

りまして、平成 20 年段階ぐらいのいろいろな審議会のご議論も踏まえて、こちらにあり

ますようなオープン化の出口というのをつくって、そこをつないでいただければという

ことで構築してきております。それが今現在、実際になかなか中継局接続ではお使いい

ただいていないという姿があるのも事実ですし、ＩＧＳは電話網としての機能でつなが

っているという議論もございます。 

  ただ、今は、それはＰＳＴＮネットワークと、ＮＧＮネットワークが併存している状

態ですから、ＩＧＳの機能を使って、そちらでつなぐ方が、ほかの事業者さんにしてみ
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たら、ある意味では接続は簡単だからそちらになると思いますが、いずれＩＰ・ＩＰで

つないでいこうとしますと、このＩＧＳ機能、中継局接続などを使いまして、どういう

具合につないでいくかということをきちんと詰めていくというか、やっていくことにな

ると思います。 

  そのときに、中継局接続は、今、実は東で２カ所、西で２カ所つなぎましょうという

ように私どもはご提案しているというか、事実そうなっているんですけれども、やはり

いろいろなご意見があって、もう少しいろいろなところでつながせていただけないか、

つなげられないのかというご議論もあって、その辺はどういう事業者さんがどういうと

ころでおつなぎになりたいかということをよく聞かせていただいて、そこにつなぐため

には装置を打つので、それと実際につなぎ込んでいただくのと、どちらが安いのか、そ

ういう議論をしながら、ここをどうやって有効に使っていくのかということが進んでい

くのではないかと思っています。今、そういう段階ではないかと思っております。 

舟田専門委員） つまり安いかどうかということと、現在の競争、他事業者さんの競争的

な地位が、ＮＧＮになって悪化するようなことになれば困る、簡単に言いますと、そう

いう懸念が示されているわけですけれども、それに対してはどういうふうにお答えにな

りますか。 

東日本電信電話） やはりＩＰネットワーク、それぞれ通信事業者さんとしてお作りにな

っていかれると思うのです。そこにアクセスでどうやってつなぎ込むかという話として

は、例えば私どもＮＧＮというところと、それからアクセス部分、そこは完全にアンバ

ンドルして、いろいろな形でお使いいただけるような仕組みはご提供していると思って

いて、そのようなものを使っていただいて、実際にお客さんとご自身のＩＰネットワー

クをおつなぎいただければ、ネットワークでのサービスが提供できるような仕組みにな

るのではないかと私どもは思っております。 

舟田専門委員） ＮＧＮネットワークとアクセス網ネットワークを分けて。 

東日本電信電話） ええ。ですから、アクセスはアクセスで、例えば光ファイバをどうい

う料金で使っていただく、ダークファイバをどの程度でお使いいただくかという仕組み

というのはできております。そのようなところで、お借りいただいてつないでいただく

ということはできると思っておりまして、そういうふうになれば、それぞれそういうＩ

Ｐネットワークサービス同士でのいろいろな競争もでき上がるのではないかと思います。 

西日本電信電話） それと、先生が少しおっしゃいましたけれども、ＰＳＴＮから全部Ｎ

ＧＮになるということになってきたら、それは私どもがどういう動きをするかによって、

排他的だとか競争がどうだとかいう議論は大いに出てくると思いますが、先ほど来申し

上げておりますが、私どもだけではなくて、いろいろなところでいろいろな形でできる

ということになってきますと、まして私どもとしては、ＮＧＮをお使いいただく方につ

きましては、どういう形でお使いいただけますかということはオープンに議論していき

ましょうと言っておりますので、決して競争の阻害要因になるということはないと思っ

ております。 

山内主査） では、どうぞ、清原委員。 

清原専門委員） 今の舟田先生のご質問と少し関連しているのですが、先ほどＮＴＴさん
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の方で多様なブロードバンドアクセス展開が進んでいるから、ＰＳＴＮの移行先はＮＧ

Ｎだけではないというお話だったのですが、確かにそういう地域もあると思います。固

定の設備競争をどんどん進めることも重要だと思うのですが、ルーラル地域はＰＳＴＮ

を捨ててしまったらどうなるのかという心配が１つありまして、あと先ほど、テレコム

サービス協会さんは、ＮＧＮの機能のアンバンドルがまだ不十分だというご指摘を幾つ

か挙げていただいているのですが、今おっしゃったところでは、十分いろいろとアンバ

ンドルできるようなことも考えているというお話だったのですが、テレコムサービス協

会さんがご指摘された点は、もうクリアされているという考え方でよろしいのですか。 

東日本電信電話） １つは、ＮＧＮのオープン性について、例えばこういうビジネスとか

サービスがあって、それをするのに、こういうＮＧＮのこういうところの接続の形みた

いなものがあって、それが提供されればこういうことができるということを、例えば私

どもとテレコムサービス協会さん、あるいはコンテンツアプリケーションプロバイダの

方との協議というか、話し合いというか、アイデア出のような話があって、そうしたら

そこにどういうものを空けましょうかと、そのときの装置はどうしましょうかとか、お

値段はこんなもんでしょうかとかという話が始まってくるのではないかと実は思ってい

ます。 

  テレコムサービス協会さんのご意見、どんどんオープンにすべきだというところはよ

くわかるのですが、では、具体的にどういう形で、どういうものを、どういうもののた

めに空けましょうかということに基づいた議論をさせていただけませんかというふうに

いつも私どもは申し上げているというのが現状でございまして、そういう意味で、ここ

オープン、ここもオープンでクリアされていますという状態ではないとは思います。た

だ、具体的なものに基づいて議論していけば解決できる話ではないかと思っています。 

山内主査） いいですか。では、どうぞ、テレサ協さん。 

テレコムサービス協会） 少し今の議論に補足させていただきたいのですが、我々、今日

プレゼンをさせていただきました４ページと、３ページですけれども、３ページと４ペ

ージは少し意味が違っておりまして、テレサ協の会員企業というのは、おそらく通信キ

ャリアそのものではありませんので、上位レイヤーとして使う場合は、どちらかという

と、３ページの方に書いたＳＮＩに類するような新たなサービスをもっといろいろ出し

ていただけると我々はたくさん使える、そういう立場です。 

  ４ページに載っているいろいろなアンバンドリングというのは、我々が直接これを使

うのではなくて、他の通信キャリアさん、ＫＤＤＩさんだとかソフトバンクさんとか、

ほかのキャリアさんなどがこの仕掛けを使って、自前でＮＧＮをおつくりになられる。

上位のレイヤーから見ると、他社のＮＧＮがそこに存在するような形になる、そのため

のインターフェースではないかと想定しております。 

  ですので、こちらの方が、我々がすぐ使うわけではないので、方法は別にこだわりま

せんので、とにかく複数の通信事業者さんがＮＧＮのサービスを、お互いに通信サービ

スを上位レイヤーに提供するような競争環境を是非つくっていただきたいという問題で

す。これがまず１つです。 

  もう一つは、今、ＮＴＴ東日本さんからもありましたけれども、今のＳＮＩだけでは
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不十分なので、上位レイヤーでいろいろなサービスがつくれるようなインターフェース

をもっとたくさん出していただきたい。ただ、これに関しては、どういうインターフェ

ースを出すかという議論に今後なると思いますので、それについて、例えばこういうニ

ーズがあるからこれでというのも、もちろんありますが、では、本当にそれだけのニー

ズがあるのかどうかというのはなかなか難しい部分もありますので、まず可能なものは

どんどんオープンにしていただけると、そこにいろいろな人が集まってきて、いろいろ

な使い方、想定しないような使い方もあると思いますので、まずそういう環境を作る方

が先ではないかということで、なかなかこの議論はまとまらないのですが、少なくとも

そういう議論をもっと発展させていくような場をつくりたいと思いますし、そのときの

交渉相手がＮＴＴさんだけというのは、あまり、相談をやりづらいところもありますの

で、他社さんでもそういうサービスを提供していただけると、議論がより盛り上がるの

かと思っております。 

酒井主査代理） 今の関連で、他社様というお話がありましたが、要するにここのところ

は、もともとＮＴＴではテレコムサービス協会の方から、こういうインターフェースを

こういう理由でオープンしてくれとそうだとすると、幾らで提供できるというスタンス

でやりたいという話です。ただ、テレコムサービス協会の方はそうではなくて、ＮＴＴ

の方からこういうインターフェースをオープンにするから、いいことができるのではな

いかと、そうしてほしいという話で、結構かみ合わないと思います。そのようなときに

全体の協議というのはＮＧＮだけなのですか。それともむしろ、モバイルの方も相当プ

ラットフォームについては入ると思うのですが、そういうところも一緒に全部、協議会

みたいなところでインターフェースをだんだんオープンにしていきましょうというふう

にしたいのか、それともＮＧＮだけでとりあえずということなのか、そこをお聞きした

かったのですが。 

テレコムサービス協会） 事実上、ＮＧＮだけで議論しても、水かけ論に終わって進展は

全くしません。これまでやってきておりますが。そこで、今回の資料にも少し書いてあ

りますけれども、今度、本当は他社さんが同じようなＮＧＮのサービスを出してくれる

のがうれしいのですが、なかなかすぐには難しいと思いますので、そのタイミングより

は、ＬＴＥのサービスが出てきたときの方が、少なくともＮＧＮのライバルになり得る

ネットワークですので、かつＬＴＥに関しては、ドコモさんだけではなくて、他社さん

も準備中と聞いておりますので、来年以降、おそらく複数社のＬＴＥのネットワークが

出てくると、その上のインターフェースをどうすべきだということは、是非関係するよ

うなプレイヤーで議論していく必要があると思っています。 

  上位レイヤーから見ますと、各社のインターフェースができるだけそろっているのが

望ましいのですが、かといって、全社すべて同じインターフェースでいいかというと、

必ずしもそうでもないところもありますので、ある部分までは共通的なインターフェー

ス、それ以上のところは各社さんがいろいろな独自のインターフェースを出すという構

造になっていただけると、すごくうれしいと思っております。 

  それと、移動体の方に関しましては、かつて、今もそうかもしれませんが、結構キャ

リアさんの垂直統合モデルになっているというご指摘もあったと思います。ＬＴＥのネ
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ットワークはこれからですので、では、これから整備される中で同じように垂直統合に

なってしまうのか、いや、そこは少しレイヤーを分けて、通信の上に通信プラットフォ

ームのような、プラットフォームレイヤーのようなものを設けて、よりそこでアプリケ

ーションの事業者がサービスを提供しやすいような環境をつくっていく、そういう方向

へ持っていきたいと思いますので、そうなりますと、ＮＴＴさんだけの話ではなくて、

ＫＤＤＩさんやソフトバンクさんの今後つくられていくネットワークもどういう構造に

していくべきか、上位の利用の形態をどうしていくべきかという議論になりますので、

是非その部分については、関係するプレイヤーの事業者の皆さんの間で議論するような

機会があるといいと思っております。 

山内主査） なるほど。ありがとうございます。そのほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

舟田専門委員） 活用業務のことですけれども、これについては、ケイ・オプティコム、

それからＫＤＤＩさんから見直してくれという話があって、私どもというか、去年の光

の道では、許可から届出に緩和したわけですけれども、それについては問題があるとい

うことだったと思います。 

  具体的に、例えばフレッツなりＩＰ電話でもいいのですが、もし活用業務を認めない

としたらどうするのか。例えばＮコムとの排他的な協力関係を認めるのか、それも認め

ないのか、どういう案をつくったらいいのか、非常に悩ましいところであるわけです。

その辺、何かアイデアがあったら教えていただきたいということと、今申し上げたＮＴ

Ｔ関連の会社間の結合、例えば今日のお話の中では、ケイ・オプティコムさんの資料で、

ドコモショップでＦＴＴＨの販売というのがどこかのページにあったような。 

山内主査） ３ページです。 

舟田専門委員） ３ページですか。例えばドコモと、ＮＴＴ東西の協力関係をどうすべき

かという問題があるわけですけれども、特に今の活用業務ですね。何かアイデアがあり

ましたら、ケイ・オプティコムさんとＫＤＤＩさん、お願いできますでしょうか。 

山内主査） どうぞ、ＫＤＤＩさん。 

ＫＤＤＩ） それでは私どもから。活用業務の件で、東西さん、今のような形態でなかっ

たら、どういう形態がというご質問だと思います。 

  これからそれが実現できるかどうかは別にしまして、一番の問題は、ＮＧＮが、ボト

ルネック設備を持っているＮＴＴ東西さんがおやりになっているということではないか

と思います。例えば、これがＮコムさんがご提供になるようなものであれば、そこのと

ころは私ども、競争事業者とイコールの関係でいろいろなことができたのではないかと

いう感じはいたします。２点目の方はケイ・オプさんに。 

ケイ・オプティコム） まず、例えばＩＰ電話の場合、我々の資料の 13 ページにございま

すが、当初、我々が０ＡＢＪのＩＰ電話を全国で初めて提供した、そのときにお客さん

からもかなり反応があったわけですけれども、そのすぐ後に活用業務で、東西さんが始

められて、一気にシェアが変わってしまった、そういう事例がございまして、実質、Ｎ

ＴＴを分離分割したときの原則論に戻って、県間通信をＮＴＴコム、それからまたほか

の事業者、そういうところが担って、トータルとしてサービスを提供するような、 初

の分割論のところに戻ったサービスの仕方、そういうものが必要ではないかということ
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です。そういうことがどんどん忘れられて、今、東西がつなぐのが当たり前、県間をつ

なぐのが当たり前という形でサービスが提供されている、この辺が一番 初のＮＴＴを

分離分割したときの原点に戻るべきではないかというのが１つでございます。 

  それから、我々の資料の３ページ、これはドコモショップということではなしに、こ

れは他社の携帯電話という意味で、ドコモショップさんがそれをやっているかどうか、

我々はわからないですけれども、我々がここで言っていますのは、携帯電話というのは

非常に大きなシェアを持った、それからショップも非常に多面的に展開されている、そ

ういうところで固定系のサービスを販売されると非常に影響が大きいので、そういうと

ころはきっちりと仕分けする必要があるのではないかということでございます。 

根岸臨時委員） ＮＴＴ様の資料の 29 ページと、それから 39 ページ。 初の 29 ページは

固定発携帯着の着信側料金の設定について書いてありまして、そこで低廉化を促す仕組

みの検討が必要と、こういうふうに提言されていますが、これは前回、ドコモ様がおっ

しゃったことと同じことをおっしゃっておられるのでしょうか。つまりこれは規制を強

化すべしという主張、これについて何か仕組みをというのは、どういうことを考えるか

ということです。それから、39 ページも同じことなのですが、固定電話事業者の接続料

について透明性を確保し、適正性を検証する仕組みと提案されていますが、これもどう

いう仕組みを考えるかということについて、教えていただけるとありがたいと思います。 

東日本電信電話） 29 ページの固発携帯で着信側料金設定の話は、これは基本的にはユー

ザ向けの料金の設定の問題だと思っておりますので、それから各社の事情とか戦略に応

じて設定されるものだと考えておりますけれども、着信事業者側が設定するというのは、

やはり私どもの固定のＰＳＴＮの電話からの発信に限って着信側が設定することになっ

ていて、私が例えば固定の電話の加入者だとすると、090 のナンバーを回したときに、

３分かけたら 80 円なのか 70 円なのか 120 円なのかがわからないというところが、ユー

ザ側から見ると優しくないなという気がしておりますということ、それからやはり格差

がありますねということ、この２つかと思っておりまして、そのときにどういう案があ

るのかと、ユーザ料金の話なのでなかなか難しいと思いますが、発信側でも設定できる

ような仕組みというのが選択肢としてあってもいいのかということぐらいしか、まだ具

体的なものとしては持っておりません。こうでなければならないということでは必ずし

もないもので申し訳ないのですが。 

  それから次の方の 39 ページ、これは接続料なものですから、接続料は先ほどのモバイ

ルの方でも申し上げましたけれども、コストをどう回収するかという議論がベースにあ

るべきであって、それがどのように計算されて出てきているのかというのは、実は私ど

ものＮＴＴ東西のあらゆる接続料は、あらゆる規則に基づいて非常にオープンに水準も

含めて議論をされて決定されてきているというものと比べますと、どういう具合に計算

されてそうなりましたかということがわからないケースがあります。これが１つの 6.96

円なら 6.96 円という例なのですが、これの中身はどのようになっているのでしょうかと

いうことを教えていただきたいというのが基本です。それはモバイルの方も同じでして、

高いか安いかという議論よりも、きちんとコストベースになった、一定の接続料として

の算定方法として、適正なものになっているかどうかということがわかるようにしてい
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ただけませんかということを申し上げているつもりでございます。 

井手委員） いろいろなプレゼンテーションの中で、グループドミナンスですか、グルー

プの排他的な行為、これを禁止すべきだということについては一定の規制というのは多

分必要なのかと思いますけれども、一方で、これはケイ・オプティコムさんの３ページ

のところの資料で、モバイル事業者を核にして、固定との関係の中で影響力が大きくな

っている。だから、モバイル３事業者に対して一定の規制が必要だという、これも新た

な規制を設けるべきだというご主張だと思います。これについては、今後検討が必要な

のかなと、実態がよくわかっておりませんので、その辺をまた教えていただきたいと思

います。 

  一方で、ＫＤＤＩさんの方で、グループの排他的なということで、27 ページのところ

に、ドミナントであるＮＴＴ東西とドコモが連携したら競争が大きく損なわれるという、

これはＮＴＴ東西はドミナントである、ほかの事業者があまり設備投資しなければ圧倒

的なシェアを持つのはＮＴＴ東西で、この状況はほとんど変わらない状況であるとすれ

ば、ドコモと東西が連携するということは、将来的にあり得ないということです。つま

りドコモを使っている事業者は、ＦＭＣのサービスを将来的にも得られないというのは

競争事業者にとっては好都合かもしれませんけれども、利用者にとっては非常にマイナ

スの面があるのではないか。どういう状態になったときに、こういうＮＴＴ東西とドコ

モがＦＭＣサービスを提供できるような環境ができるとお考えなのか、教えていただけ

れば。 

ＫＤＤＩ） 逆に私どももここで申し上げたかったのは、ＦＭＣの話が出てきますが、お

客さんの利便向上というのは当然必要だと理解しておりますし、特にドコモさん、東西

さんのお客さんの数は多うございますので、直接それがご利用になれないということが

決していいことだと思っていませんが、こういう話があるときに、やはりルールなしで、

お客様の利便向上というだけですぐサービスができるというのはいかがなものかという

ことです。やはり一定のルールがあってからこういう議論を、もしくはサービスを提供

する必要があるのではないかという趣旨でございます。未来永劫、ＦＭＣサービスをや

るのはおかしいということは申し上げているつもりはございませんが、ルールづくりの

必要性というふうにご理解いただければありがたいと思っています。 

山内主査） では、ケイ・オプティコムさん。 

ケイ・オプティコム） 我々はこの件については、例えばドコモさんが提供されるフェム

トセルのサービスは、今ＮＧＮでしか送れない信号が一部入っておりまして、我々が今、

ドコモさんのフェムトセルを置こうとしてもそれができない状況になっています。そう

いう意味で、技術的な面は、もう既にドコモさんとＮＴＴ東西さんと話はできているの

ではないかと、我々にはそれは開示されてないのではないかと、そういう懸念もありま

す。それから、同時期に同じ条件で情報が公開されて、それぞれやりたい事業者が手を

挙げて、同じ状況でサービスできる、そういう環境をつくってほしいということでござ

いまして、ドコモと東西は絶対組んだらいけないということではなしに、他の事業者と

同一の条件、公平性を確保していただきたい、それが我々の意見でございます。 

新町委員） マーケットシェアのところで、もう既にそういう指標があるのかもしれませ
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んが、ＫＤＤＩの 18 ページのところで出ております売り上げのシェアと契約数のシェア、

１位と２位では大体 20％ぐらいの差があるわけですけれども、これは 2011 年現在です

よね。今までのシェアの差の経緯といいますか、この辺はどのぐらいかけてこのように

なってきたのかと、確認したいと思っているという点と、いずれにしろ、１位と２位の

差が 20％ありながらも、逆に言うと、２位以下のところでは、これだけ大きな潜在マー

ケットが存在しているわけです。国としても、これを競争促進させてきつつあるし、こ

れからもそうして、なおかつ国のニーズ、それから国民、消費者のニーズにつながって

いくという大きな目標を持ってやっていると思いますが、この動きを見ていると、そう

は言いながらも規制緩和と自由化というのは相当進んできているのではないかと思うの

ですが、この辺の経緯はどのようになっているのか、何年かけてこのようになってきた

のか、それを確認したいと思います。 

山内主査） なるほど。これはどうでしょう。事務局、お願いします。 

事務局） シェアについて、2001 年の９月時点のデータで申し上げますと、ドコモグルー

プが 56.9％、ＫＤＤＩさんが 22.2％、ソフトバンクさんが 15.6％、その他が 5.3％とい

う形で、それ以降は基本的にドコモさんのシェアが低下して、ＫＤＤＩさんとソフトバ

ンクさんのシェアは増加している、そのような形で現在に至っているというところでご

ざいます。 

新町委員） ということは、10 年かかって今日ここに至っているということですかね。 

事務局） そのような理解でよろしいかと。 

新町委員） そういう意味では、１位と２位以下、いわゆる先発と後発とのシェアの差と

いうのは確実に縮まってはきているわけですね。ですから、逆に言うと、私が申し上げ

たいのは、１位と２位以下の企業も、それぞれがもっともっと企業努力をしながら展開

していく必要があるのではないのかと、そのように感じているということです。 

山内主査） ありがとうございます。ほかにご意見は。どうぞ。 

関口専門委員） 少し頭の整理をさせていただきたいのですが、現在の移動体通信に対す

る二種規制の在り方をめぐって、今回、前回と２回にわたって各事業者さんからさまざ

まなご提案を頂戴したわけです。各事業者さんとも、着信独占の考え方を導入した方が

いいという事業者さんもいらっしゃれば、それは過剰であるという事業者さんもいらっ

しゃるという中で、今回、ケイ・オプティコムさんが先ほどから議論になっている、こ

の３ページのところで、希少な周波数割当てを受けているという点に着目するという新

たな考え方を提示されました。着信独占についてはヨーロッパで実績があるということ

だけれども、ここについては、見方によっては、固定通信市場とジョイントドミナンス

の影響みたいな議論にもなりかねないような読み方もできる表ではありますが、この二

種規制の在り方を検討するときに、周波数に着目して事業者規制を新たに考えるべきだ

というご主張と理解して基本的によろしいでしょうか。それで間違いないということで

すね。 

ケイ・オプティコム） （首肯） 

関口専門委員） ありがとうございます。 

山内主査） ほかにいかがでしょうか。どうぞ、高橋委員。 
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高橋委員） Ｊ：ＣＯＭさんにご質問ですけれども、ご説明の中で、５ページの「ＮＴＴ

東西のフレッツ・テレビの取り扱いについて」というところで、競争セーフガードにお

いて要請したのだけれども、問題の根本的解決には至っていないとお書きですが、どの

ようにあるべきであると思っていらっしゃるのか、ご意見をお聞かせください。 

ジュピターテレコム） そもそもＮＴＴさんは、いわゆる放送事業には参入できないとい

う規制のある中で、事実上のブランド名も、いわゆるフレッツという名前を使ったフレ

ッツ・テレビ、これ、実態は、いわゆる関係会社というか、子会社さんが提供されてい

るサービスですけれども、ブランド名は「フレッツ」とＮＴＴさんが使われているもの

を使って、実際にはＮＴＴさんが販売代理的な形でやられて、課金代行もしていますの

で、お客様から見ると、基本的には全部ＮＴＴのサービスであるという認識でやられて

おられるのではないかと考えております。我々としては、いろいろな形で要請しており

ますが、きっちりこれはＮＴＴさんのサービスではありません、これはオプティキャス

トさんのサービスになりますけれども、そういうことを、本来であれば、ブランドの利

用に関して何も規制はないとは言いながら、できればそういうことも含めて、利用者に

誤解がないような公表のあり方も含めてやっていただければと考えております。別にＮ

ＴＴさんの中で放送のサービスを提供していけないと言っているわけではございません

で、こういう消費者の方に誤解を与えるようなやり方というのは、不親切ではないかと

考えておる次第でございます。 

山内主査） ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。それでは、時間も参っ

たようですので、本日のヒアリングはこの辺で終了とさせていただきます。 

  本日の議論を踏まえまして、追加で質問がある構成員におかれましては、６月 24 日金

曜日、17 時までに事務局に質問をお寄せいただければと思います。追加質問は事務局で

集約の上、ヒアリング対象事業者に送らせていただきますので、ご対応いただきますよ

う、どうぞよろしくお願いいたします。 

  合同公開ヒアリングは今回で終了となりますけれども、委員会の次回の日程等につい

て、補足があれば事務局からお願いしたいと思います。 

事務局） 次回は委員会単独での開催となり、７月 19 日（火）10 時からを予定しており

ます。会場は決まり次第御連絡させていただきます。よろしくお願いします。 

山内主査） 以上で合同公開ヒアリングの第２回会合を終了とさせていただきます。皆様

お忙しい中ご出席賜りましてありがとうございました。  

 

以上 

 

 

 


